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資料２ 八王子市住宅マスタープラン施策体系（案） 
基本方針  施策展開  施策内容 推進 

主体（例） 
 各推進主体

の取り組み

（例） 

参考事例 

１．防災や

防 犯 な

ど 安 全

に 配 慮

し た 住

宅・住環

境 の 整

備 を 図

る 

 (1)災害に強

い住まい

づくりの

推進 

 ①住宅の耐震化の促進 
    

 

・木造住宅に対する

耐震診断、耐震改

修の一層の促進

【論点①】 

市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが所有

する住宅の耐震

化を実施 

 

 行政（市）  ・支援制度（補助

金）による促進

 
 

・分譲マンションの

耐震診断促進の

ための耐震アド

バイザー派遣 

行政（市）  ・アドバイザーの

派遣 

②住宅の不燃化・火災予

防の促進 
   

 

・住宅火災の予防や

被害を小さくする

ための防災設備等

の普及の促進 

行政（市）  ・建築確認申請な

どの建築行政に

よる促進 

・市民に対する防

火指導【参考事

例１】 

③災害に強いまちづく

りに向けた地域防災

活動の促進 

   

 

・自主防災組織の設

立推進、活動支援

市民（地域コ

ミ ュ ニ テ

ィ 組 織 な

ど） 

 ・市民の主体的な

地域防災活動 

    
 

 行政（市）  ・行政は活動を支

援（資器材の助

成） 

 

 
 
 
 
 
 

参考事例１：高齢者世帯等の、より防災面での配慮が必要な市民に対する防災設備等の普及促進 
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基本方針  施策展開  施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体

の取り組み

（例） 

参考事例 

  (2)防犯や健

康に配慮

した住ま

いづくり

の推進 

 ①防犯性の高い住宅の普及

に向けた施策の推進 
     

 
 

 

・防犯力の高い住宅

の供給を促進するた

めの施策の推進 

 行政（市）  ・啓発（パンフレ

ット・ホームペ

ージなど）など

による推進 

・10 戸以上の集合

住宅等について

は警察との事前

協議を依頼【参

考事例２】 

  

 事業者（建築

士・工務店・

ディベロッ

パーなど、住

宅供給に関

連する事業

者） 

 ・事業者による住

宅供給において

推進 

 

 

 
 

 

・防犯性の高いまち

づくりに向けた地域

防犯活動の促進 

 市民（地域コ

ミュニティ

組織など） 
 

 ・市民の主体的な

地域防犯活動 

  

 行政（市）  ・行政は活動を支

援（地域防犯リ

ーダー養成講習

会、優良団体の

認定） 

②健康に配慮した住宅の普

及に向けた施策の推進 
    

 
 

 

・シックハウス対策な 
ど、健康に配慮した 
住まいづくりの促進 

 行政（市）  ・建築確認申請な

どの建築行政に

よる促進 

    

  

 事業者（建築

士・工務店・

ディベロッ

パーなど、住

宅供給に関

連する事業

者） 

 ・事業者による住

宅供給において

推進 

 

    
  

 市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが所有

する住宅のシッ

クハウス対策な

どを実施 

 

参考事例２：防犯力の高い住宅の供給を促進する「防犯モデル住宅の登録制度」 
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基本方針  施策展開  
施策内容  推進 

主体（例） 
 各推進主体の 

取り組み（例） 
参考事例 

２．環境や

景 観 に

配 慮 し

た 住

宅・住環

境 の 整

備 を 図

る 

 

 (1) 地 球 環

境・自然

環境に配

慮した住

まいづく

りの推進 

 ①自然エネルギーの活用、

省エネルギーの促進    

 
 
 

 

・太陽光発電システム

の普及など、自然エ

ネルギーを活用し、

省エネルギーを推進

させる住まいづくり

の促進 

市民（建物所

有者） 
・市民自らが所有する住宅

での省エネ等の実施 

  行政（市） ・支援制度による促進（住

宅用太陽光モニター助

成制度） 

 

 

・モデル地区設定によ

る環境配慮型住宅の

普及促進 

事業者（建築士・

工務店・ディベロ

ッパーなど、住宅

供給に関連する

事業者） 

・モデル地区における環境

共生型住宅の供給 

  行政（市） ・支援制度の運用方法（モ

デル地区における重点

的な推進など）を検討

【参考資料４】 

②緑豊かな住宅地の形成   

 
 

 

・緑地協定の導入促進

や生垣造成補助制度

の利用促進による住

宅地のみどりの確保

市民（建物所

有者） 
 

 

・市民自らが所有する住宅

での生垣設置の実施や

緑に関するルールとし

て緑地協定の導入の検

討【参考資料５】 

  事業者（建築士・

工務店・ディベロ

ッパーなど、住宅

供給に関連する事

業者） 

・住宅地開発時において緑

豊かな住宅地を目指し

た緑地協定の導入 

  行政（市） ・支援制度による促進（生

垣造成補助制度等） 

・緑地条例に基づく植樹義

務（10戸以上の共同住宅） 

 
 

 

・住宅地における住民

主体による緑化活動

の促進 

市民（地域コ

ミュニティ

組織など） 

・市民自らが地域の緑化活

動（花植え活動・オープン

ガーデンなど）に取り組む

【参考資料３】 

  行政（市） ・行政は活動を支援（地区

まちづくり条例などに

より推進されるまちづ

くり活動の中での支援）

 
 
 
 

 

・市街地周辺の丘陵部

などにおける自然環

境の保全を前提とし

た新たな市街地拡大

を抑制 

行政（市） ・斜面緑地保全区域の指定

や、みどりの保全基金の

活用などによる誘導 

参考事例５：緑地協定により管理されている住宅地

 
・開発時に行われた入居候補者によるワークショッ

プを経て、道路植栽が宅地側の外構と一体的なデ

ザインで整備され、道路植栽についても宅地所有

者で管理することが緑地協定で定められている。

 

参考事例４：環境共生型住宅のモデル住宅の供

給による市民への情報発信 

参考事例３：緑化コンテスト、オープンガーデンイベントの開催・支援 

 

・環境省エコハウスモデル事業は、環境省の

「21 世紀環境共生型住宅のモデル整備に

よる建設促進事業」の略称です。応募の中

で選ばれた全国 20 の自治体が、環境省の

補助金を受け、それぞれの地域の気候風土

や特色を生かしたエコハウスの実現と普

及に取り組みます。 

・自治体は、エコハウス推進地域協議会を設

立するとともに、環境省のサポートを受け

ながら、エコハウスについての勉強会の開

催、設計プロポーザル、施工者選定を行い、

モデルハウスを整備します。モデルハウス

の竣工後は、それを活用して、エコハウス

について地域の人々が学び、適切な情報を

伝える機会を設けるなど、地域へのエコハ

ウスの普及に取り組みます。 

■環境省エコハウスモデル事業 

（応募は２１年度のみ） 

フラワーフェスティバル由木 ガーデニングコン

テスト（南大沢駅前遊歩道） 

受賞事例（グッドデ

ザイン賞） 
審査員コメント 
圧倒的な緑量と多

様な樹種によって、

街の景観に寄与し

ている。外溝の壁の

存在を忘れさせる。

あまがさき”壁面緑化”コンテスト 
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基本方針  施策展開  
施策内容  推進 

主体（例） 
 各推進主体の 

取り組み（例） 
参考事例 

    ③水循環に配慮した住ま

いづくりの促進 

 

     

 
 
 
 

 

・雨水浸透施設の設

置及び雨水貯留槽

の購入に係る助成

制度の継続 
 

 市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが所有する住宅

地での雨水浸透施設・貯

留槽の設置 

   行政（市）  ・支援制度による促進（雨

水浸透施設設置補助制

度等） 
 

 
 
 
 

 

・湧水保全のための

強化地区設定によ

る雨水浸透施設設

置の促進 
 

 市民（建物所

有者） 
 

 ・市民自らが所有する住宅

地での雨水浸透施設・貯

留槽の設置 

   行政（市） 
 
 

 ・支援制度による促進（雨

水浸透施設設置補助制

度等） 

 
 

 

・雨水の流出抑制の

ための浸透貯留施

策の推進 

 市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが所有する住宅

地での雨水浸透施設・貯

留槽の設置 

   行政（市）  ・支援制度による促進（雨

水浸透施設設置補助制

度等） 
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基本方針  施策展開  
施策内容  推進 

主体（例） 
 各推進主体の 

取り組み（例） 
参考事例 

２．環境や

景 観 に

配 慮 し

た 住

宅・住環

境 の 整

備 を 図

る 

 

 (2)良好なま

ちなみや

住環境を

備えた住

宅市街地

の形成 

 ①八王子市らしいまちな

みや住まい方を活かし

た良好な住宅地景観の

形成 

    

 
 

 

・景観計画に基づく住

宅地景観の規制・誘

導の推進 

 行政（市）  ・景観計画に基づき、景観

計画区域内の建築等に

関して届出・勧告による

規制 

 

 ・まちなみの特性、八

王子らしい住まい

方の継承、保全 

 市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが所有する住宅

の建て替え・改修などに

おけるまちなみ等への

配慮 

 

 
 

  行政（市） 
 

 ・啓発などによる推進（パ

ンフレットやホームペ

ージ等）【参考資料６】

 

②良質な住宅地のまちな

み・住環境を形成する

ためのルールづくり 

    

 
 
 

 

・地区計画、建築協

定等の導入によ

る住宅地のまち

なみや住環境の

維持・向上 

市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが居住する住宅

地におけるルールづく

り等の検討及び建築協

定の導入、地区計画の提

案 

 

   行政（市） 
 

 ・行政は活動を支援（地区

まちづくり条例などに

より推進されるまちづ

くり活動の中での支援）

③住環境に配慮した地域

のまちづくり活動の促

進 

    

 
 
 
 

 

・住宅地における住環

境の維持・向上、コ

ミュニティ育成な

ど、住民によるエリ

アマネージメント

活動の取り組みの

促進 

 市民（地域コ

ミュニティ

組織など） 

 ・市民自らが地域のマネジ

メント組織を立ち上げ、

地域の価値や居住環境

を高める活動に取り組

む【参考資料７・８】 

       行政（市）  ・行政は活動を支援（地区

まちづくり条例などに

より推進されるまちづ

くり活動の中での支援）

 

参考事例 7：公園里親制度を活用したまちづくり活動 

・みなみの自然塾（八王子みなみのシティ） 
 
栃谷戸公園を活動拠点として塾の活動を展開してい

る。栃谷戸公園は八王子市に移管されており、市の

「公園里親制度」を活用して、公園の管理活動とし

て畑作りなどに取り組んでいる。そのほか、里山の

管理活動なども行い、地域の環境形成に寄与する活

動を行っている。 

栃谷戸公園 

参考事例８：多様な面から住環境を維持・向上させるエリアマネージメント活動 

・NPO・FUSION 長池 

 
 
NPO・FUSION 長池は、長池公園を中心に、住民の暮らしを様々な角度から

支援することを目的に活動を行っている NPO（特定非営利活動法人）であ

る。 地域活性化支援、住宅管理支援、住まい作り支援、高度情報化支援、

地域広報支援などに取り組んでいるほか、2001 年 7 月からは八王子市よ

り委託を受けて、八王子市長池公園自然館（長池ネイチャーセンター）の

管理運営を行っている。地域情報誌「NPO・FUSION 長池 ぽんぽこかわら

版」は 10,000 部を発行しており、京王堀之内地区ほぼ全戸と南大沢地区

に配布されている。 地域情報誌「NPO・FUSION

長池 ぽんぽこかわら版」

参考事例６：良質なまちなみや住環境の形成をめざしたアイデア集・ガイドライン 

 
ハウスフロント〜多治見の

まちの家先デザイン手法（岐

阜県多治見市） 

 

・市民の住まいづくりに対し

て、まちとの接点である軒

先をデザインすることを

提案する冊子を行政と大

学、事業者等が協力して作

成した。 
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基本方針  施策展開  施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例） 

参考事例 

３．子ども

か ら 高

齢 者 ま

で 誰 も

が 安 心

し て 快

適 に 暮

ら す こ

と の で

き る 住

宅・住環

境 の 整

備 を 図

る 

 

 (1)高齢者・

障害者等

が暮らし

やすい住

まいづく

りの推進 

 ①住宅のバリアフリー化の促

進 
   

 

・日常生活の動作に困難が

ある高齢者に対する、介

護予防的なバリアフリ

ー化の促進【論点③】 

市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが所有する住

宅でのバリアフリー化

の実施 

  行政（市）  ・適切なバリアフリー化

のための情報提供によ

り推進 

 

・借家に対するバリアフリ

ー化の促進、借家所有者

等への啓発【論点③】 

事業者（賃貸

住宅所有者な

ど） 

 ・賃貸住宅所有者等がバ

リアフリー化を実施 

  行政（市）  ・賃貸住宅に対するバリ

アフリー化支援制度の

検討 

②安心してバリアフリー化に

取り組むことの出来る情報

提供の推進 

   

 

・安心してバリアフリー化工

事に取り組むことので

きる仕組みの構築と情

報提供（事業者の技術向

上、事業者情報の提供

等）【論点④】 
 

行政（市）  ・市民が安心して事業者

の選択ができる情報の

提供などの実施【参考

資料９】 

 

      事業者（建築

士・工務店・

ディベロッパ

ーなど、住宅

供給に関連す

る事業者） 

 ・事業者自身の技術向上

の取り組みの実施など

【参考資料９】 

 

 
 

 参考事例９：大阪府バリアフリーリフォーム支援システム（大阪府及び住宅改造建

築技術者研修運営会議） 

 
大阪府が高齢者や障害者向けの住宅改造について、医療や介護の観点からも、その

相談に的確に応じられる建築技術者の養成を図るため、建築技術者を対象とした研

修会を実施し、受講者名簿への登録・公表をすることにより、バリアフリーに対す

る専門家の相談体制を整えている。 
また、ホームページにおいても、それらの情報が検索できるとともに、バリアフリ

ー工事の事例紹介や関連制度等の情報が得られるように総合的な情報発信がされて

いる。 
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基本方針  施策展開  施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例） 

参考事例 

    ③高齢者・障害者が安心し

て暮らせる住宅ストッ

ク・住環境の形成 

     

 

・既存の民間賃貸住宅や

公的賃貸住宅の空き

家等を活用して、NPO

などの運営による、ケ

ア付きのグループホ

ームなどの整備推進

【論点②】 

 

 市民（NPO)  ・NPO などがグループホー

ムの運営を実施【参考資

料 10・11】 

      行政（市）  ・グループホーム等の運営

を行う団体に対する支

援制度の実施 

 

参考事例 10：NPO の運営による高齢者向け住宅の事例 

NPO が設立運営しているグループ

リビング。（神奈川県藤沢市 CoCo
湘南台） 

参考資料 11：単身者を含む多様な世帯の共生型マンション（コレクティ

ブハウスかんかん森） 
  
・中学校の跡地に建てられた 12 階建ての複合施設「日暮里コミュニティー

ハウス」の一部で、保育園・診療所（1階）と高齢者が自立して生活する

住宅（7～11 階）や介護型の高齢者住宅（4～6階）にはさまれた２、３階

部分が多世代賃貸住宅「コレクティブハウスかんかん森」となっている。 

・コレクティブハウスは、「個人や家族の自由でプライバシーのある生活を

基本に、複数の世帯が日常生活の一部を共同化して生活の合理化をはか

り、共有の生活空間を充実させ、そのような住コミュニティを居住者自身

がつくり育てていく」住宅であり、「コレクティブハウスかんかん森」で

は各世帯の独立した賃貸住宅のほかに、共有のスペース（キッチン、食堂、

リビングルーム、図書コーナー、工作室、洗濯室・家事コーナー、菜園、

倉庫）が有り、居住者の創意工夫と話し合いにより共有のスペースの管理

運営を行い、料理や掃除などにも主体的に関わっている。 
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基本方

針 
 施策展開  

施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例） 

参考事例 

３．子ども

から高

齢者ま

で誰も

が安心

して快

適に暮

らすこ

とので

きる住

宅・住

環境の

整備を

図る 

 

 (1)高齢者・

障害者等

が暮らし

やすい住

まいづく

りの推進 

 ④高齢者の安心住宅への住み替

え支援 
     

 
 
 
 

 

・高齢者がより安心できる

住宅・住環境を確保する

ために、リバースモーゲ

ージ等、自宅等の資産を

活用するための仕組みを

民間事業者等との連携に

よる構築 

 行政（市）  ・スムーズな住み替えを実

施するための情報提供

や相談体制の構築 

 

 
  移住・住みか

え支援機構 
 ・市民によるマイホーム借

り上げ制度の利用促進

【参考資料 12】 

 

 

  事業者（金融

機関・不動産

事業者等） 

 ・住み替えを支援するリバ

ースモーゲージや不動

産の査定、相談などの実

施 

⑤あんしん賃貸住宅の促進     

 

 

 

 

・高齢者、障害者、外国人、

子育て層など、入居制限を

受けやすい世帯が住宅を

確保しやすい住宅市場を

目指し、あんしん賃貸ネッ

トへの住宅及び事業者登

録の登録等を増やし、利用

を促進するための PR を行

うなどの取組みの推進 

 事業者  ・事業者自らがあんしん賃

貸ネット等への登録を

実施 

 

    
  

 行政（市）  ・事業者に対する啓発など

による推進（講習会な

ど） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考事例 12：空家等の住宅ストックを有効に活用するための仕組み 

■移住・住み替え支援機構による「マイホーム借上げ制度」 
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基本方

針 
 施策展開  

施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例） 

参考事例 

    ⑥入居制限のない社会をめざし

た環境整備 
     

 

 

 

 

 

 

・高齢者世帯等に対して、

高齢者住居賃貸代行保証

制度等の利用促進を図

り、入居拒否されるケー

スを減少させるととも

に、賃貸住宅所有者のリ

スクを軽減する。 

 市民  ・事業者自らが高齢者住居

賃貸代行保証などを利

用 

 

  

 行政（市）  ・啓発などによる制度利用

の推進 
 

 

・障害者等の見守りや生活

支援を、NPO 等の市民や地

域の取組みとして推進で

きるような情報の共有と

見守り・支援活動の推進 

 市民（地域コ

ミュニティ

組織など） 

 ・地域における見守り活動

や生活支援活動を実施 
 

 

 

 市民（NPO
など） 

 ・NPO 等による見守り活

動や生活支援活動を実

施 

 

    
 

 市民（民生委

員・ボランテ

ィア等） 

 ・地域住民の生活の見守り

活動の実施 
 

    
 

 行政（市）  ・行政は市民等による活動

を支援（情報提供など）
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基本方

針 
 施策展開   

施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

３．子ども

から高

齢者ま

で誰も

が安心

して快

適に暮

らすこ

とので

きる住

宅・住

環境の

整備を

図る 

 

 (2)子育てし

やすい住

まいづく

りの推進 

 ①子育て層向けの優良な住宅の

供給促進 

     

 ・子育て支援施策と連携し

て、施設・サービス等が

近接した民間賃貸住宅の

供給促進、地域の子育て

支援機能の強化 

 事業者（ディ

ベロッパー・

賃貸住宅経営

者） 

 ・事業者による子育て層

向けの民間賃貸住宅の

供給【参考資料 12】 

  行政（市）  ・子育て支援施設等の整

備推進・民間事業者等

への働きかけ・コーデ

ィネイト 

・子育て層の居住に配慮し

た住宅（子育てにやさし

い住宅）の供給を促進 

 行政（市）  ・子育てにやさしい住宅

に対する支援制度や登

録制度等の検討 

・啓発などにより推進（パ

ンフレット・ホームペ

ージ等） 

  市民（建物所

有者） 
 ・市民自らが所有する住

宅の子育てしやすい仕

様への改善などを実施

  事業者（建築

士・工務店・

ディベロッパ

ーなど、住宅

供給に関連す

る事業者） 

 ・子育てしやすい仕様の

住宅供給の推進【参考

資料 12】 

・保育施設の整備や子ども

の健全な遊び場の確保な

ど、子育てしやすい住環

境の整備推進 

 行政（市）  ・保育所の整備、子供の

遊びに配慮した公園等

の公共施設の整備 

  市民  ・プレイパークの実施な

ど、子供の遊びの環境

整備に向けた活動の実

施【参考資料 13】 

 
 

参考事例 12：子育て支援施設が併設された賃貸住宅 

■京王アンフィール高幡 
・京王電鉄による子育て支援賃貸マンション。 
・京王系列の企業が運営する「東京都認証保育所」と日野市立子ども家庭支援センターが併設さ

れている。 
・子育て層に配慮した住宅・設備に配慮がされている。 

 
 

参考事例 13：市民との協働で実現する魅力ある子どもの遊び場の確保（プレイパークの整備） 

 
 

■みはらしプレイパーク 
（富士見台公園・蓮正寺公園） 

 
乳幼児とその保護者を対象に、月３回程度、火や

水・土・木、ロープや木工道具などを利用して、

特にテーマは決めずに、子どもがそのときにやり

たいと思う遊びを自由にやれる場を提供する活

動が行われている。 
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基本方

針 
 施策展開   

施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

    ②公営住宅における子育て世代

向け期限付き入居制度の導入

検討 

     

 ・年齢階層のバランスに配

慮し、公営住宅における

子育て世代向け期限付

き入居制度の導入 

 行政（市）  ・期限付き入居制度など、

市営住宅の入居ルール

の検討【参考資料 14】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考事例14：公営住宅における子育て世代向け期限付き入居制度 

・北海道子育て支援住宅推進方針による「道営子育て支援住宅」における入居要件 
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基本方

針 
 施策展開   施策内容  推進 

主体（例） 
 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

４．市民一

人ひと

りの多

様な居

住ニー

ズに応

じて住

宅の選

択がで

きるよ

う、住

宅に関

する情

報の提

供と住

宅スト

ックの

活用を

図る 
 

 (1)市民が適

切に住ま

いの選択

ができる

仕組みづ

くりの推

進 

 ①住宅の信頼性を高める制度の

普及促進 
     

 ・パンフレットやホームペ

ージ、広報等により、住

宅性能表示制度等に関

する情報や、住宅を選択

する際に参考になる信

頼できる情報の発信 

 行政（市）  ・啓発により推進（パン

フレットやホームペー

ジ等） 

②住宅相談体制の強化      

 ・住宅に関する総合的な情

報提供・相談窓口の設置

（高齢者向け住宅・施

設・生活支援サービス等

の情報提供の一元化、公

的賃貸住宅の入居に関

する情報の一元化、バリ

アフリー・リフォーム・

住宅の維持管理等の促

進に関する情報提供な

ど）【論点④】 

・各種専門家等との連携が

必要な住宅の売買や住

み替えなどに関する相

談対応体制の構築【論点

④】 

 行政（市）  ・公的住宅に関する情報

が一元化された相談窓

口の整備 

・その他、住宅づくり等

に関する情報を、民間

事業者とも連携して提

供できる相談窓口の整

備【参考資料 15】 

  事業者（建築

士・工務店・

ディベロッパ

ーなど、住宅

供給に関連す

る事業者） 

 ・住宅づくり等に関する

情報を、行政とも連携

して提供できる相談窓

口の整備 

参考事例 15：住宅に関する総合的な相談・情報の提供窓口（神戸市：すまいるネット）
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基本方

針 
 施策展開   施策内容  推進 

主体（例） 
 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

４．市民一

人 ひ と

り の 多

様 な 居

住 ニ ー

ズ に 応

じ て 住

宅 の 選

択 が で

き る よ

う、住宅

に 関 す

る 情 報

の 提 供

と 住 宅

ス ト ッ

ク の 活

用 を 図

る 

 (2)住宅が長

期間活用

される仕

組みづく

りの推進 

 ①長期優良住宅の普及促進      
 ・パンフレットやホームペ

ージ、広報等による長期

優良住宅に関する情報

の発信 

 行政（市）  ・啓発により推進（パン

フレットやホームペー

ジ等） 

②リフォームに関する信頼でき

る情報の提供 

   

 ・パンフレットやホームペ

ージ、広報等による信頼

できるリフォーム関連

情報の発信 

 行政（市）  ・情報提供の推進（パン

フレットやホームペー

ジ等） 

・良質なリフォームモデル

の情報を発信すること

による、市民のライフス

タイルにマッチした質

の高いリフォーム工事

の実施を誘導 

 行政（市）  ・民間事業者と連携して、

市内のリフォーム事例

を収集して情報提供

（パンフレットやホー

ムページ） 

 

 事業者（建築

士・工務店・

ディベロッ

パーなど、住

宅供給に関

連する事業

者） 

 ・行政と連携して、市内

のリフォーム事例を収

集して情報提供（パン

フレットやホームペー

ジ） 

・信頼できるリフォーム事

業者を検索することが

できる「リフォネット」

等の活用の促進 

 行政（市）  ・事業者への啓発により

リフォネット登録の促

進や、市民の利用も促

進 
     

 

 市民（建物所

有者） 
 ・市民自身がリフォネッ

ト等の活用によりリフ

ォーム等を推進 
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基本方

針 
 施策展開   施策内容  推進 

主体（例） 
 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

    ③空き家等の住宅ストックの活

用促進 

     

 ・空き家等の住宅ストック

の流通を促し、有効活用

を進めるための仕組み

づくりの推進【論点⑤】 

 行政（市）  ・リフォームなど住宅ス

トックの質の向上や、

住宅ストックに関する

情報の把握、市場での

適切な評価の仕組みな

ど、住宅ストックの有

効活用に向けた仕組み

を事業者との連携の下

構築を進める。 

  事業者（建築

士・工務店・

ディベロッ

パーなど、住

宅供給に関

連する事業

者） 

 ・リフォームなど住宅ス

トックの質の向上や、

住宅ストックに関する

情報の把握、市場での

適切な評価の仕組みな

ど、住宅ストックの有

効活用に向けた仕組み

を行政との連携の下構

築を進める。【参考資料

16】 

・中古住宅市場において、

住宅が安心して売買が

できるよう、住宅の修

繕・管理履歴などを管

理・保管する仕組みを推

進【論点⑤】 

 行政（市）  ・住宅履歴の作成・管理・

保管などに関する啓発

により推進（パンフレ

ットなど） 

 

 事業者（建築

士・工務店・

ディベロッ

パーなど、住

宅供給に関

連する事業

者） 

 ・事業者自身による住宅

供給において、住宅履

歴の作成・管理・保管

などの仕組みを市民に

提供（住宅履歴書ファ

イルの作成・提供など）

・空き家等の住宅ストック

をまちづくり等の拠点

施設として活用するた

めの仕組みづくりの推

進【論点⑤】 

 行政（市）  ・空き家ストックをまち

づくりに活用するた

め、空き家等の資産の

寄付などを受ける仕組

み、改善を図る仕組み

などを構築 

 

 市民（地域コ

ミ ュ ニ テ

ィ・NPO な

ど） 

 ・地域コミュニティやNPO

などが、地域福祉活動

などで空き家等を拠点

として活用するような

活動（ふれあいサロ

ン・ミニデイサービス

など）を促進 

参考事例 16：既存住宅を安心して売買できる取り組み（買取保証・高質なリフォーム）によりスムー

ズな流通を促進する仕組み 

 
 
■東急電鉄による「アライエ事業」 
・東急田園都市線沿線で、東急電鉄自身が分譲した住

宅や土地を買い取り、若年世帯向けにリフォームし

て再分譲する住宅事業。 
・開発開始から 50 年が経ち住宅の設備が古くなった

り、高齢化世帯が住み替えを希望したりする例が増

えているが、築 20 年程度の比較的規模が大きい中

古住宅は市場で流通しづらく、場合によっては敷地

分割されてしまう可能性がある。 
・そのため、良好なまちなみや沿線のブランドイメー

ジを維持するために、東急電鉄が建物を買い取り、

リフォームを行いファミリー世帯の住み替え対応物

件として供給する（土地は居住者が仲介で新たな居

住者に売却する）システムを推進している。 
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基本方

針 
 施策展開   施策内容  推進 

主体（例） 
 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

     ・学生・若者向け賃貸住宅

ストックの空き家活用

による、新しい居住スタ

イル（ルームシェア、ア

トリエ等の活動・交流ス

ペース付住宅など）の推

進【論点⑦】 

 事業者（建築

士・工務店・

ディベロッ

パーなど、住

宅供給に関

連する事業

者） 

 ・事業者が所有・運営す

る賃貸住宅などにおい

て、若者等の新しい居

住スタイルに応じて改

修【参考資料 17】 

 

 

 行政（市）  ・行政は啓発により推進

（パンフレットなど）

・空き家活用の仕組みづく

りを推進するための

官・民・学が連携した研

究会の設置【論点⑤】 

 行政（市）・

事業者・市

民・大学 

 ・各主体同士が連携して

空き家活用の仕組み作

りを検討 

・賃貸住宅の空き家を住宅

を必要とする市民にあ

っせんするために、賃貸

住宅所有者や住宅需要

者との意見交換を促す

仕組みの構築【論点⑥】 

 事業者（賃貸

住宅所有者） 
 ・賃貸住宅所有者による

組織を立ち上げ、空き

家とユーザーのマッチ

ングを行うための仕組

みを検討 

 

 行政（市）  ・組織立ち上げの働きか

けと、空き家とユーザ

ーのマッチングの仕組

みづくりを民間事業者

と連携して検討 

④マンションの維持管理・修繕・

建て替え支援 
    

 
・マンションの管理組合の維

持管理活動、修繕や建て替

えに向けた合意形成の取組

みなどに対する支援 

 行政（市）  ・分譲マンション管理ア

ドバイザー制度などに

よる、マンション管理

組合の維持管理活動の

支援 

     

 

 市民（マンシ

ョン管理組

合） 

 ・マンション管理組合が、

日頃の管理活動や修

繕、建て替えに向けた

取組を実施 

 

 
 
 
 

参考事例 17：学生のアイデアを活かしてアトリエ付のアパートへ改修された民間アパートの事例 
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基本方

針 
 施策展開   

施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

５．市民の

居住の

安定を

確保す

るため

の 住

宅・住

環境の

整備と

仕組み

の構築

を図る 

 

 (1)公的住宅

のセーフ

ティネッ

ト機能の

向上とま

ちづくり

への活用 

 

①将来必要な公営住宅量の確保

とストックの再編 

     

 ・将来の需要推計や将来の

推計人口に対応した、各

事業主体ごとの計画等

に基づくストックの再

編【論点⑧】 

 行政（市・都）  ・八王子市・東京都それ

ぞれが、ストック活用

基本計画などに基づ

き、建て替え等の事業

を実施 

②公営住宅ストックの有効活用

による適切な供給を進める仕

組みづくり 

    

 ・より住宅に困窮している

世帯に対して、的確に公

営住宅を供給するため

の仕組みの導入（困窮度

ポイント制など） 

 行政（市）  ・より住宅に困窮してい

る世帯に対して、的確

に公営住宅を供給する

ための仕組みの導入

【参考資料 18】 

・上層階に居住している高

齢者世帯等の低層階へ

の移転やエレベータ設

置住棟への移転を認め

るルールづくり 

 行政（市）  ・上層階に居住している

高齢者世帯等の低層階

への移転やエレベータ

設置住棟への移転を認

めるルールづくり 

   

 

③公的住宅事業主体の連携によ

る住宅ストックの質の維持・向

上及びストック活用の推進  

     

 
・各事業主体ごとの計画等

に基づくストックの維

持・向上 

 行政（市・

都）・事業者

（公社・UR） 

 ・各事業主体が策定して

いる「ストック活用計

画」などにより、住宅

ストックの改善等を実

施 

・八王子市における公的住

宅管理主体が情報交換

及び事業の調整を行う

場の設定【論点⑧】 

 行政（市・

都）・事業者

（公社・UR） 

 ・各事業主体が連携して、

情報交換を行う場を設

定 

 
 
 
 
 

参考事例 18：より住宅に困窮する世帯へ的確に公営住宅を供給するための「困窮度ポイント制」（兵

庫県芦屋市） 

 
１．概要 

・申し込み時に評定により優先順位を決め、空家発生時に斡旋する。 

・毎年160～200 世帯の登録があり、入居は30～５0 世帯。ただし、斡旋数は70～100 世帯で、

辞退が20～50 世帯ある。（平成13～20 年度の実績） 

・評定は、年１回、登録申し込み期間（8/中旬～9/中旬の１ヶ月）を設定して受け付けてい

る。 

・採点は、ヒアリングおよび申し込み書類（家賃証明、家屋の間取り図等を含む）に基づき

実施する。 

・採点は「住宅困窮者登録採点基準」による（下表参照）。基準は、「入居者選考委員会」

に諮って決定している。 

・10 月下旬に「入居者選考委員会」にて住宅困窮度点を決定し、11 月中旬に申込者に通知

する。12 月初旬以降、斡旋を行う。 

２ 斡旋方法 

・希望団地枠と希望無し枠に分け、それぞれ単身・２人世帯・３人以上の３区分に分け募集

する。 

・評点の高い方から斡旋するが、空き住戸の間取りや広さ、各区分のバランスを見ながら順

番を決定する。なお、辞退するとその年は入居できない。 

３ 評定作業 

・実態調査は、受付時の申込書やヒアリングで疑わしい事項がある場合のみ実施する。 

・今後は指定管理者導入についても検討。導入する際には、受付事務等も全て指定管理者の

業務とするよう、考えている。 
 

住宅困窮者登録採点基準 
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基本方

針 
 施策展開   

施策内容  推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

   

 

④公的住宅の建て替え等におい

て発生する余剰地を活用した

まちづくりの推進 

     

 ・大規模な余剰地等が発生す

る場合、当該地域のまちづ

くり課題に対応した土地利

用の誘導 
・少子高齢化、環境への配慮

など新しい課題に対応し

た、余剰地の有効活用の促

進【論点⑧】 

 行政（市）  ・八王子市が余剰地が発

生する地域のまちづく

り課題や新しい視点

（環境配慮など）を整

理し、望ましい土地利

用の方向性を関係者に

提示し、その実現に向

けてはたらきかける 

 

 行政（都）・

事業者（公

社・UR） 

 ・八王子市からの提示を

受けて、余剰地等の処

分にあたっては条件付

入札や事業コンペなど

の実施により実現化に

努める。【参考資料 19】

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
参考事例 19：都営住宅用地を活用した郊外型居住モデルを提示する実証実験 
（東村山本町地区プロジェクト） 
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基本方

針 
 施策展開   

施策内容 
 

推進 
主体（例） 

 各推進主体の 
取り組み（例）

参考事例 

５．市民の

居住の

安定を

確保す

るため

の 住

宅・住

環境の

整備と

仕組み

の構築

を図る 

 

 (2)民間住宅

における

住まいの

安定確保 

 

①あんしん賃貸住宅の促進【再

掲】 
     

 ・高齢者、障害者、外国人、

子育て層など、入居制限

を受けやすい世帯が、住

宅を確保しやすい住宅

市場を目指し、あんしん

賃貸ネットへの住宅及

び事業者登録の登録等

を増やし、利用を促進す

るための PR を行うなど

の取組みの推進 

 事業者  ・事業者自らがあんしん

賃貸ネット等への登録

を実施【参考資料 21】

 
 行政（市）  ・事業者に対する啓発な

どによる推進（講習会

など） 

②入居制限のない社会をめざし

た環境整備【再掲】 
    

 ・高齢者世帯等に対して、

高齢者住居賃貸代行保

証制度等の利用促進を

図り、入居拒否されるケ

ースを減少させるとと

もに、賃貸住宅所有者の

リスクを軽減する。 

 市民  ・事業者自らが高齢者住

居賃貸代行保証などを

利用【参考資料 20】 

  行政（市）  ・啓発などによる制度利

用の推進 

・障害者等の見守りや生活

支援を、NPO 等の市民や

地域の取組みとして推

進できるような情報の

共有と見守り・支援活動

の推進 

 市民（地域コ

ミュニティ

組織など） 

 ・地域における見守り活

動や生活支援活動を実

施 

   
 

 
 

 市民（NPO
など） 

 ・NPO 等による見守り活

動や生活支援活動を実

施 

 

   
 

 
 

 市民（民生委

員・ボランテ

ィア等） 

 ・地域住民の生活の見守

り活動の実施 
 

   

 

 

 

 行政（市）  ・行政は市民等による活

動を支援（情報提供な

ど） 

 

 

 家賃債務保証制度利用手続きの流れ 

参考事例 20：家賃債務保証制度の利用手続きの流れ 

参考事例 21：あんしん賃貸ネットのホームページ 


